
＜主催者からのお知らせ＞

非住宅建築物
（300㎡未満）向け

【国土交通省による動画説明】
改正法について

木造戸建住宅向け

（省エネ計算によらない
省エネ基準への適合の
簡易判定法を学びます）

講 習 内 容

開催期間（追加開催分）：令和5年1月下旬～2月上旬
詳しい日時、会場、プログラムは右記URLをご覧下さい。

開催場所 神奈川県建設会館・２階講堂〔横浜市中区太田町2-22〕
（交通）JR線・関内駅北口徒歩５分、市営地下鉄・関内駅１番出口徒歩４分

みなとみらい線・馬車道駅５番出口徒歩５分、日本大通り駅１番出口徒歩５分

定 員 午前の部（２０名）、午後の部（５０名）
開催日時 令和５年１月２６日（木）

午前の部：非住宅建築物向け開場9:30～、開会10:00～〔約2時間15分間〕

午後の部：改正法令について・木造住宅向け開場13:00～、開会13:30～〔約2時間30分間〕

申込FAX番号 ０４５-６６４-９３５９
〔必要事項記載済みのFAX申込用紙をスキャンし、メール送信いただいても受付いたします〕

問合せ先 かながわ住まいまちづくり協会／電話:045-664-6896／E-mail : shoene@machikyo.or.jp

開催会場HP
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